
 報告第２８号 

 

 

 

令和６年度債権放棄の報告について 

 

 

 

 那覇市債権管理条例第９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり市の債権（上

下水道局のものを除く。）を放棄したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和７年９月４日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

- 63 -



様
式
第
２
５
号

　
那
覇
市
債
権
管
理
条
例
第
９
条
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
非
強
制
徴
収
債
権
を
放
棄
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

預
か

り
保

育
料

滞
納

繰
越

分
（

こ
ど

も
み

ら
い

課
）

2
0

1
1

6
,0

0
0

2
0

1
1

6
,0

0
0

3
歳

以
上

児
主

食
費

滞
繰

分
（

公
立

）
（

こ
ど

も
み

ら
い

課
）

3
9

2
5

,1
0

0
3

9
2

5
,1

0
0

こ
ど

も
園

給
食

費
（

滞
納

繰
越

分
）

（
こ

ど
も

み
ら

い
課

）
1

6
,5

0
0

2
5

1
5

1
3

,7
0

0
2

5
2

5
2

0
,2

0
0

幼
稚

園
給

食
費

実
費

徴
収

金
（

滞
納

繰
越

分
）

（
こ

ど
も

み
ら

い
課

）
1

2
,5

0
0

1
2

,5
0

0

軽
度

生
活

援
助

事
業

自
己

負
担

金
(ち

ゃ
ー

が
ん

じ
ゅ

う
課

）
6

3
,6

0
0

6
3

,6
0

0

那
覇

市
介

護
職

員
初

任
者

研
修

返
還

金
(ち

ゃ
ー

が
ん

じ
ゅ

う
課

)
1

2
0

,3
9

9
1

2
0

,3
9

9

一
般

被
保

険
者

第
三

者
納

付
金

滞
納

繰
越

分
( 

国
民

健
康

保
険

課
）

2
1

,0
9

3
,6

2
0

2
6

1
4

,2
2

0
1

6
6

,2
0

9
,4

4
0

2
0

7
,9

1
7

,2
8

0

一
般

被
保

険
者

返
納

金
滞

納
繰

越
分

( 
国

民
健

康
保

険
課

）
1

1
6

,9
3

5
,8

1
5

1
1

6
,9

3
5

,8
1

5

合
計

2
1

,0
9

3
,6

2
0

1
6

,5
0

0
1

1
6

,9
3

5
,8

1
5

0
0

2
6

1
4

,2
2

0
1

2
0

,3
9

9
0

0
3

3
3

6
,8

7
0

,3
4

0
3

4
0

2
5

,5
4

0
,8

9
4

令
和

６
年

度
　

債
権

放
棄

報
告

書
【
一

覧
・
理

由
】

７
号

法
律

上
の

争
い

８
号

消
滅

時
効

　
　

　
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 放

棄
し

た
　

　
　

　
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 理
由

債
権

名
（
担

当
課

）

合
計

（
単
位
：
件
及
び
円
）

１
号

生
活

困
窮

２
号

破
産

免
責

等
３

号
債

務
者

死
亡

４
号

強
制

執
行

５
号

失
踪

、
所

在
不

明
６

号
徴

収
停

止
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様
式

第
２

６
号

　
那
覇
市
債
権
管
理
条
例
第
９
条
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
非
強
制
徴
収
債
権
を
放
棄
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

  

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

金
額

預
か

り
保

育
料

滞
納

繰
越

分
（

こ
ど

も
み

ら
い

課
）

2
0

2
0

1
1

6
,0

0
0

3
歳

以
上

児
主

食
費

滞
繰

分
（

公
立

）
（

こ
ど

も
み

ら
い

課
）

3
9

3
9

2
5

,1
0

0

こ
ど

も
園

給
食

費
（

滞
納

繰
越

分
）

（
こ

ど
も

み
ら

い
課

）
2

5
2

2
5

2
5

2
0

,2
0

0

幼
稚

園
給

食
費

実
費

徴
収

金
（

滞
納

繰
越

分
）

（
こ

ど
も

み
ら

い
課

）
1

1
2

,5
0

0

軽
度

生
活

援
助

事
業

自
己

負
担

金
(ち

ゃ
ー

が
ん

じ
ゅ

う
課

）
6

6
3

,6
0

0

那
覇

市
介

護
職

員
初

任
者

研
修

返
還

金
(ち

ゃ
ー

が
ん

じ
ゅ

う
課

)
1

1
2

0
,3

9
9

一
般

被
保

険
者

第
三

者
納

付
金

滞
納

繰
越

分
( 

国
民

健
康

保
険

課
）

9
1

0
1

2
0

7
,9

1
7

,2
8

0

一
般

被
保

険
者

返
納

金
滞

納
繰

越
分

( 
国

民
健

康
保

険
課

）
1

1
1

6
,9

3
5

,8
1

5

合
計

3
1

8
1

0
1

0
1

1
3

4
0

2
5

,5
4

0
,8

9
4

6
6

7
,4

0
0

3
4

3
,6

8
9

6
,3

6
4

,0
6

0
1

,2
2

9
,9

3
0

1
6

,9
3

5
,8

1
5

1
6

,9
3

5
,8

1
5

2
0

,3
9

9

3
2

3
,2

9
0

6
,3

6
4

,0
6

0
1

,2
2

9
,9

3
0

2
,5

0
0

3
,6

0
0

2
5

,1
0

0

5
2

0
,2

0
0

1
1

6
,0

0
0令
和

６
年

度
　

債
権

放
棄

報
告

書
【
一

覧
・
金

額
区

分
】

（
単

位
：

件
及

び
円

）

１
万

円
未

満
１

万
円

～
１

０
万

円
未

満
１

０
万

円
～

１
０

０
万

円
未

満
１

０
０

万
円

～
１

０
０

０
万

円
未

満
１

０
０

０
万

円
以

上
合

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  
  

 放
棄

し
た

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
  

  
  
  

 金
額

債
権

名
（
担

当
課

）
金

額
金

額
金

額
金

額
金

額
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様
式

第
２

７
号

 
那

覇
市

債
権

管
理

条
例

第
９

条
各

号
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
非

強
制

徴
収

債
権

を
放

棄
し

た
の

で
報

告
し

ま
す

。

債
権

名
法

人
・

個
人

の
区

分

債
権

発
生

日

（
西

暦
）

債
権

放
棄

し
た

日

（
西

暦
）

債
権

の
概

要

放
棄

に
至

っ
た

経
緯

担
当

部
課

名
 

債
権

放
棄

金
額

 

備
考

当
初

、
加

害
者

と
電

話
連

絡
の

ほ
か

文
書

に
て

督
促

状
・

催
告

書
を

送
付

し
な

が
ら

分
割

納
付

の
相

談
を

受
け

て
い

た
。

次
第

に
連

絡
が

取
れ

な
く

な
り

、
繰

り
返

し
電

話
や

文
書

で
催

告
し

、
臨

戸
を

行
っ

た
が

反
応

が
な

か
っ

た
。

時
効

期
間

満
了

と
徴

収
の

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

国
民

健
康

保
険

課

1,
22

9,
93

0円
 

 
 

適
用

条
項

（
那

覇
市

債
権

管
理

条
例

第
9

条
）

□
 

１
号

 
生

活
困

窮

□
 

２
号

   
破

産
免

責
等

□
 

３
号

 
債

務
者

死
亡

（
限

定
承

認
、

相
続

放
棄

、
相

続
人

不
存

在
）

□
 

４
号

 
強

制
執

行
後

無
資

力

□
 

５
号

 
失

踪
、

所
在

不
明

□
 

６
号

 
徴

収
停

止
後

期
間

経
過

□
 

７
号

 
勝

訴
の

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

そ
の

他
放

棄
す

べ
き

理
由

■
 

８
号

 
消

滅
時

効
に

係
る

時
効

期
間

が
満

了

交
通

事
故

等
、

加
害

者
（

第
三

者
）

の
不

法
行

為
に

よ
っ

て
生

じ
た

保
険

給
付

に
つ

い
て

、
保

険
者

（
那

覇
市

）
が

立
て

替
え

た
医

療
費

等
を

加
害

者
に

対
し

て
損

害
賠

償
請

求
を

行
う

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
本

件
は

傷
害

事
件

に
よ

る
第

三
者

納
付

金
で

あ
る

。

 令
和

６
年

度
 

債
権

放
棄

報
告

書
【

１
件

あ
た

り
10

0万
円

以
上

】

一
般

被
保

険
者

第
三

者
納

付
金

（
滞

納
繰

越
分

）
個

人

20
12

年
12

月
13

日
20

25
年

3月
31

日
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様
式

第
２

７
号

 
那

覇
市

債
権

管
理

条
例

第
９

条
各

号
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
非

強
制

徴
収

債
権

を
放

棄
し

た
の

で
報

告
し

ま
す

。

債
権

名
法

人
・

個
人

の
区

分

債
権

発
生

日

（
西

暦
）

債
権

放
棄

し
た

日

（
西

暦
）

債
権

の
概

要

放
棄

に
至

っ
た

経
緯

担
当

部
課

名
 

債
権

放
棄

金
額

 

備
考

保
険

医
療

機
関

等
の

不
当

ま
た

は
不

正
請

求
に

よ
っ

て
生

じ
た

保
険

給
付

に
つ

い
て

、
保

険
者

（
那

覇
市

）
が

医
療

機
関

等
に

対
し

て
不

正
請

求
等

に
か

か
る

返
還

請
求

を
行

う
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

本
件

は
医

療
機

関
に

よ
る

不
正

請
求

事
件

に
係

る
返

納
金

で
あ

る
。

 令
和

６
年

度
 

債
権

放
棄

報
告

書
【

１
件

あ
た

り
10

0万
円

以
上

】

一
般

被
保

険
者

返
納

金
（

滞
納

繰
越

分
）

個
人

20
15

年
5月

27
日

20
25

年
3月

31
日

債
務

者
に

対
し

支
払

い
を

求
め

た
が

、
こ

れ
に

応
じ

な
い

た
め

診
療

報
酬

返
還

等
請

求
に

係
る

提
訴

を
行

い
、

債
務

者
は

本
市

へ
本

件
返

納
金

を
支

払
う

よ
う

判
決

が
あ

っ
た

。
そ

の
後

、
文

書
に

て
督

促
・

催
告

を
継

続
し

て
行

っ
た

が
、

令
和

５
年

12
月

に
債

務
者

死
亡

と
な

っ
た

。
全

て
の

法
定

相
続

人
が

相
続

放
棄

し
、

債
務

者
の

財
産

が
な

い
た

め
。

国
民

健
康

保
険

課

16
,9

35
,8

15
円

 
 

 

適
用

条
項

（
那

覇
市

債
権

管
理

条
例

第
9

条
）

□
 

１
号

 
生

活
困

窮

□
 

２
号

   
破

産
免

責
等

■
 

３
号

 
債

務
者

死
亡

（
限

定
承

認
、

相
続

放
棄

、
相

続
人

不
存

在
）

□
 

４
号

 
強

制
執

行
後

無
資

力

□
 

５
号

 
失

踪
、

所
在

不
明

□
 

６
号

 
徴

収
停

止
後

期
間

経
過

□
 

７
号

 
勝

訴
の

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

そ
の

他
放

棄
す

べ
き

理
由

□
 

８
号

 
消

滅
時

効
に

係
る

時
効

期
間

が
満

了
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